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障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

の 

推進
すいしん

に関する
か ん    

法律
ほうりつ

 

Ｑ
ｷ ｭ ｰ

＆
ｱﾝﾄﾞ

Ａ集
ｴｰしゅう

 

 

 

 

 

平成
へいせい

25年
ねん

6⽉
がつ

 内閣府
な い か く ふ

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

担当
たんとう

 

このＱ
ｷｭｰ

＆
ｱﾝﾄﾞ

Ａ集
ｴｰしゅう

は、主
おも

に本法律
ほんほうりつ

に関する
か ん   

国会
こっかい

審議
し ん ぎ

における答弁
とうべん

を集 約
しゅうやく

し、
内閣府
な い か く ふ

としての現時点
げ ん じ て ん

における考え⽅
かんが  かた

をまとめたものである。 
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【１．法律
ほうりつ

の趣旨
しゅし

・経緯
けいい

等
とう

】 

問
とい

１－１ 本法
ほんぽう

を制定
せいてい

する趣旨
しゅし

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１－２ 自公民
じこうみん

の３党
とう

で議論
ぎろん

し、取
と

りまとめた「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の禁止
きんし

に 

関
かん

する立法
りっぽう

措置
そ ち

に係
かか

る主
おも

な論点
ろんてん

と基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

について」は、法律
ほうりつ

に 

どのように反映
はんえい

されているのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１－３ 今回
こんかい

の法律
ほうりつ

と、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

差別
さべつ

禁止
きんし

部会
ぶかい

が平成
へいせい

２４年
ねん

９月
がつ

に取
と

り 

まとめた意見
いけん

との関係
かんけい

如何
いかん

。部会
ぶかい

意見
いけん

の内容
ないよう

は、本法
ほんぽう

に反映
はんえい

されている 

のか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【２．障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

との関係
かんけい

】 

問
とい

２－１ 本法
ほんぽう

と障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

との関係
かんけい

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

２－２ 障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の締結
ていけつ

に向
む

けた動
うご

きの一環
いっかん

として、これまで障害
しょうがい

を理由
りゆう

 

とする差別
さべつ

の禁止
きんし

に関
かん

する法制
ほうせい

についての検討
けんとう

が進
すす

められてきたが、本
ほん

 

法
ぽう

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

における差別
さべつ

の禁止
きんし

に十分
じゅうぶん

に対応
たいおう

したものになっ 

ているのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【３．障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

、障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

との関係
かんけい

】 

問
とい

３－１ 本法
ほんぽう

と障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の関係
かんけい

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

３－２ 本法
ほんぽう

に基
もと

づく差別
さべつ

の解消
かいしょう

のための取組
とりくみ

は、障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

まれ 

るのか。また、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の監視
かんし

の対象
たいしょう

になるのか。・・・・・・・・・・ 

 

 

【４．条例
じょうれい

との関係
かんけい

】 

問
とい

４－１ 本法
ほんぽう

の成立
せいりつ

により、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

による障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

に関
かん

する 

条例
じょうれい

の制定
せいてい

に何
なん

らかの拘束
こうそく

が生
しょう

じるのか。・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ 

 

【５．他
た

の制度
せいど

との関係
かんけい

】 

問
とい

５－１ 本法
ほんぽう

の制定
せいてい

に伴
ともな

い、関連
かんれん

する諸制度
しょせいど

についても見直
みなお

しを行
おこな

うべきではな 

いか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【６．法
ほう

の名称
めいしょう

等
とう

】 

問
とい

６－１ 本法
ほんぽう

の名称
めいしょう

について、「差別
さべつ

の禁止
きんし

」ではなく「差別
さべつ

の解消
かいしょう

」としてい 

る理由
りゆう

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【７．対象
たいしょう

分野
ぶんや

】 

問
とい

７－１ 本法
ほんぽう

で差別
さべつ

の解消
かいしょう

のための措置
そ ち

の対象
たいしょう

としている分野
ぶんや

の範囲
はんい

如何
いかん

。・・・・・・ 
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問
とい

７－２ 差別
さべつ

が禁止
きんし

される分野
ぶんや

毎
ごと

に、場面
ばめん

・事項
じこう

を具体的
ぐたいてき

に明記
めいき

するべきではない 

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【８．障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

との関係
かんけい

】 

問
とい

８－１ 第
だい

１３条
じょう

（事業
じぎょう

主
ぬし

による措置
そ ち

に関
かん

する特例
とくれい

）の趣旨
しゅし

如何
いかん

。・・・・・・・・・・ 

問
とい

８－２ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に関
かん

して、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

は努力
どりょく

義務
ぎ む

となっているが、雇用
こよう

分野
ぶんや

に 

ついては民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

も含
ふく

めて義務
ぎ む

となっていることとの関係
かんけい

如何
いかん

。・・・・・・・・ 

問
とい

８－３ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

において一部
いちぶ

適用
てきよう

除外
じょがい

とされている国家
こっか

公務員
こうむいん

や地方
ちほう

公
こう

 

務員
むいん

の雇用
こよう

関係
かんけい

については、本法
ほんぽう

においてはどのような扱
あつか

いになるのか。・・・・・ 

 

【９．法
ほう

の対象
たいしょう

範囲
はんい

】 

問
とい

９－１ 本法
ほんぽう

は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

でない一般
いっぱん

私人
しじん

の行為
こうい

や個人
こじん

の思想
しそう

や言論
げんろん

も対象
たいしょう

にしてい 

るのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

９－２ 障害者
しょうがいしゃ

への誹謗
ひぼう

中傷
ちゅうしょう

等
とう

、ネット上
じょう

での書
か

き込
こ

みは、本法
ほんぽう

により規制
きせい

される 

のか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

９－３ 難病
なんびょう

の方
かた

は、本法
ほんぽう

の対象
たいしょう

になるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

９－４ 本法
ほんぽう

の障害者
しょうがいしゃ

には障害児
しょうがいじ

も含
ふく

まれるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

９－５ 障害者
しょうがいしゃ

の親
おや

が子
こ

どもの障害
しょうがい

を理由
りゆう

として不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いを受
う

けた場合
ばあい

 

などは、本法
ほんぽう

の対象
たいしょう

になるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

９－６ 本法
ほんぽう

の対象
たいしょう

から国会
こっかい

や裁判所
さいばんしょ

が除
じょ

外
がい

されている理由
りゆう

如何
いかん

。・・・・・・・・・・ 

問
とい

９－７ 「独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

」を「行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

」に含
ふく

める理由
りゆう

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・ 

問
とい

９－８ 具体的
ぐたいてき

にどのような法人
ほうじん

が政令
せいれい

で指定
してい

されるのか。・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

９－９ 学校
がっこう

法人
ほうじん

や社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

は「独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

」に含
ふく

まれるのか。・・・・・・・・ 

問
とい

９－１０地方
ちほう

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

から「地方
ちほう

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人法
ほうじんほう

第
だい

２１条
じょう

第
だい

３号
ごう

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

 

を行
おこな

うもの」が除外
じょがい

されている理由
りゆう

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

９－１１地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

から「地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の経営
けいえい

する企業
きぎょう

」が除外
じょがい

されている理由
りゆう

 

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

９－１２国
こっ

公立
こうりつ

の学校
がっこう

や福祉
ふくし

施設
しせつ

については、「行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

」に含
ふく

まれるのか。・・・・ 

問
とい

９－１３「事
じ

業者
ぎょうしゃ

 商業
しょうぎょう

その他
た

の事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

」の範囲
はんい

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

９－１４事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

の「事業
じぎょう

」には、例
たと

えば、対価
たいか

を得
え

ない無報酬
むほうしゅう

の事業
じぎょう

や、社
しゃ

 

     会
かい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

や特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

の行
おこな

う非営利
ひ え い り

事業
じぎょう

も含
ふく

まれるのか。・・・・・・ 

 

【１０．差別
さべつ

の定義
ていぎ

・概念
がいねん

】 

問
とい

１０－１ 本法
ほんぽう

で「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」の定義
ていぎ

規定
きてい

を置
お

かない理由
りゆう

如何
いかん

。・・・・・ 

問
とい

１０－２ 本法
ほんぽう

で解消
かいしょう

を目指
め ざ

す「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

にお 

ける「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」と同
おな

じものか。・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１０－３ 「不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」の「不当
ふとう

な」とはどのような意味
い み

か。・・・・・・・・ 

問
とい

１０－４ 差別
さべつ

禁止
きんし

部会
ぶかい

で議論
ぎろん

された差別
さべつ

の４類型
るいけい

と本法
ほんぽう

で禁止
きんし

される差別
さべつ

の関係
かんけい

 

は。差別
さべつ

禁止
きんし

部会
ぶかい

意見
いけん

で示
しめ

された「間接
かんせつ

差別
さべつ

」や「関連
かんれん

差別
さべつ

」が規定
きてい

さ 

れなかった理由
りゆう

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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問
とい

１０－５ 「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」とは 

何
なに

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１０－６ 本法
ほんぽう

において、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

」（社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

 

に関
かん

する必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を行
おこな

わないこと）は「障害
しょうがい

を理由
りゆう

と 

する差別
さべつ

」に当
あ

たるのか。・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１０－７ 本法
ほんぽう

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

を踏
ふ

まえたものになっ 

ているのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１０－８ 「障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じて」とあるが、これは、 

障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

第
だい

６条
じょう

、第
だい

７条
じょう

の女性
じょせい

や子
こ

どもに係
かか

る特別
とくべつ

な措置
そ ち

に 

関
かん

する規定
きてい

を踏
ふ

まえたものか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１０－９ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

について、行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

のみが義務
ぎ む

で民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

は 

努力
どりょく

義務
ぎ む

としている理由
りゆう

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１０－１０民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について、努力
どりょく

義務
ぎ む

にとどめているが、ど 

のようにして実効性
じっこうせい

を確保
かくほ

するのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１０－１１「現
げん

に社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表明
ひょうめい

」 

      の具体的
ぐたいてき

な意味
い み

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１０－１２障害者
しょうがいしゃ

からの「意思
い し

の表明
ひょうめい

」があった場合
ばあい

に限定
げんてい

している理由
りゆう

如何
いかん

。 

意思
い し

の表明
ひょうめい

がない場合
ばあい

には、「必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」を行
おこな

う必要
ひつよう

 

はないのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１０－１３「意思
い し

の表明
ひょうめい

」については、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

からの意思
い し

の表明
ひょうめい

に限
かぎ

られ 

るのか。「意思
い し

の表明
ひょうめい

」ができない障害者
しょうがいしゃ

については、「必要
ひつよう

かつ合
ごう

 

理的
りてき

な配慮
はいりょ

」はできないことになるのか。・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１０－１４「家族
かぞく

等
とう

」とは具体的
ぐたいてき

に誰
だれ

なのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１０－１５「その実施
じっし

に伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないとき」かどうかを判断
はんだん

するに当
あ

た 

っては、どのようなことが考慮
こうりょ

されるのか。その検討
けんとう

過程
かてい

において、 

関係者
かんけいしゃ

の意見
いけん

の聴取
ちょうしゅ

は行
おこな

われるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１０－１６中小
ちゅうしょう

零細
れいさい

企業
きぎょう

などから合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

による負担
ふたん

を懸念
けねん

する声
こえ

もあるが、 

「その実施
じっし

に伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないとき」の判断
はんだん

では、事業
じぎょう

規模
き ぼ

も 

考慮
こうりょ

されるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

【１１．環境
かんきょう

の整備
せいび

】 

問
とい

１１－１ 第
だい

５条
じょう

（社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

 

に関
かん

する環境
かんきょう

の整備
せいび

）の趣旨
しゅし

如何
いかん

。第
だい

５条
じょう

に規定
きてい

する「環境
かんきょう

の整備
せいび

」 

と第
だい

７条
じょう

及
およ

び第
だい

８条
じょう

に規定
きてい

する「社会
しゃかい

的
てき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

についての 

必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」とはどのような関係
かんけい

にあるのか。・・・・・・・・・ 

問
とい

１１－２ 第
だい

５条
じょう

に違
い

反
はん

した場合
ばあい

どのような法的
ほうてき

効力
こうりょく

があるのか。第
だい

１３条
じょう

に 

規定
きてい

する行政
ぎょうせい

措置
そ ち

の対象
たいしょう

となるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１１－３ 事前的
じぜんてき

改善
かいぜん

措置
そ ち

については、主務
しゅむ

大臣
だいじん

による報告
ほうこく

の徴収
ちょうしゅう

並
なら

びに助言
じょげん

、 

指導
しどう

及
およ

び監督
かんとく

の規定
きてい

（第
だい

１２条
じょう

）は適用
てきよう

されないが、事前的改善措
じぜんてきかいぜんそ

 

置
ち

が不十分
ふじゅうぶん

である場合
ばあい

、主務
しゅむ

大臣
だいじん

は、必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう指導
しどう
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等
とう

ができないのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１１－４ いわゆるバリアフリー法
ほう

や、放送法
ほうそうほう

第
だい

４条
じょう

第
だい

２項
こう

など、これまでも 

不特定
ふとくてい

多数
たすう

の障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

とした事前的
じぜんてき

な措置
そ ち

を規定
きてい

する法令
ほうれい

の規
き

 

定
てい

は存
そん

在
ざい

しているが、これらとの第
だい

５条
じょう

との関係
かんけい

如何
いかん

。・・・・・・・・・・ 
  

【１２．基本
き ほ ん

方針
ほうしん

】 

問
とい

１２－１ 基本
きほん

方針
ほうしん

を作成
さくせい

する理由
りゆう

、必要性
ひつようせい

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１２－２ 基本
きほん

方針
ほうしん

に定
さだ

める事項
じこう

として、具体的
ぐたいてき

にどのような内容
ないよう

を想定
そうてい

して 

いるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１２－３ 基本
きほん

方針
ほうしん

等
とう

の作成
さくせい

に当
あ

たり、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

は聴
き

くのか。関係者
かんけいしゃ

の 

意見
いけん

を反映
はんえい

させるために具体的
ぐたいてき

にどのような措置
そ ち

を想定
そうてい

しているのか。・・・・ 

 

【１３．対応
たいおう

要領
ようりょう

、対応
たいおう

指針
ししん

】 

問
とい

１３－１ 対応
たいおう

要領
ようりょう

、対応
たいおう

指針
ししん

を定
さだ

める趣旨
しゅし

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１３－２ 対応
たいおう

要領
ようりょう

の具体的
ぐたいてき

内容
ないよう

としてどのようなものを想定
そうてい

しているのか。・・・・・ 

問
とい

１３－３ 対応
たいおう

要領
ようりょう

が作成
さくせい

される具体的
ぐたいてき

な分野
ぶんや

はどのようなものを想定
そうてい

してい 

るのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１３－４ 地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

による対応
たいおう

要領
ようりょう

の作成
さくせい

を努力
どりょく

義務
ぎ む

としている理由
りゆう

如何
いかん

。・・・・・・ 

問
とい

１３－５ 公立
こうりつ

学校
がっこう

の職員
しょくいん

に対
たい

する対応
たいおう

要領
ようりょう

は、どこが作
つく

るのか。各学校
かくがっこう

ごと 

に作成
さくせい

する必要
ひつよう

があるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１３－６ 都道府県
とどうふけん

の警察
けいさつ

職員
しょくいん

の対応
たいおう

要領
ようりょう

は、どこが作成
さくせい

するのか。・・・・・・・・・・ 

問
とい

１３－７ 対応
たいおう

指針
ししん

については「事
じ

業者
ぎょうしゃ

が適
てき

切
せつ

に対応
たいおう

するために必要
ひつよう

な指針
ししん

」 

とされているのに対
たい

し、対応
たいおう

要領
ようりょう

については「職員
しょくいん

が適
てき

切
せつ

に対応
たいおう

す 

るために必要
ひつよう

な要領
ようりょう

」とされており、職員
しょくいん

個人
こじん

に責任
せきにん

を負
お

わせてい 

るように読
よ

めるが、法
ほう

人格
じんかく

としての国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
きかん

や地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の 

責任
せきにん

は担
たん

保
ぽ

されているのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１３－８ 対応
たいおう

指針
ししん

の具体的
ぐたいてき

内容
ないよう

としてどのようなものを想定
そうてい

しているのか。・・・・・ 

問
とい

１３－９ 対応
たいおう

指針
ししん

は事
じ

業者
ぎょうしゃ

との関係
かんけい

で法的
ほうてき

拘束力
こうそくりょく

を有
ゆう

するのか。・・・・・・・・・・ 

問
とい

１３－１０主務
しゅむ

大臣
だいじん

が対応
たいおう

指針
ししん

を定
さだ

める必要
ひつよう

がある事業
じぎょう

分野
ぶんや

の範囲
はんい

如何
いかん

。・・・・・・・ 

問
とい

１３－１１対応
たいおう

指針
ししん

は、どのような単位
たんい

で作成
さくせい

されるのか。事業
じぎょう

分野
ぶんや

ごとに作成
さくせい

 

されるのか、主務
しゅむ

大臣
だいじん

毎
ごと

に所管
しょかん

するすべての施策
しさく

分野
ぶんや

を包括
ほうかつ

する一
ひと

 

つの指針
ししん

が作成
さくせい

されるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１３－１２対応
たいおう

要領
ようりょう

、対応
たいおう

指針
ししん

の形式
けいしき

は具体的
ぐたいてき

にどのようなものを想定
そうてい

してい 

るのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１３－１３対応
たいおう

要領
ようりょう

や対応
たいおう

指針
ししん

に定
さだ

める事項
じこう

や内容
ないよう

について、各府省間
かくふしょうかん

でバラ 

つきが生
しょう

じるのは問題
もんだい

ではないか。どのようにして均一性
きんいつせい

を確
かく

保
ほ

す 

るのか。内閣府
ないかくふ

においてフォローアップ等
とう

を行
おこな

うのか。・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１３－１４対応
たいおう

要領
ようりょう

や対応
たいおう

指針
ししん

に規定
きてい

されていない事項
じこう

については差別
さべつ

でない、 

というような誤解
ごかい

を生
う

まないようにすることが必要
ひつよう

ではないか。・・・・・・ 

問
とい

１３－１５第
だい

６条
じょう

第
だい

４項
こう

にある「障害者
しょうがいしゃ

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

」とは、具体的
ぐたいてき

にはど 
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のような者
もの

が想定
そうてい

されるか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１３－１６「あらかじめ、障害者
しょうがいしゃ

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
いけん

を反映
はんえい

させるために必
ひつ

 

要
よう

な措置
そ ち

」として具体的
ぐたいてき

にどのような措置
そ ち

を想定
そうてい

しているのか。・・・・・・・ 

 

【１４．法的
ほうてき

効力
こうりょく

、実効性
じっこうせい

の確保
かくほ

】 

問
とい

１４－１ 本法
ほんぽう

には私法上
しほうじょう

の効果
こうか

が規定
きてい

されていないが、本法
ほんぽう

の私法上
しほうじょう

の効力
こうりょく

 

      如何
いかん

。また、どのようにして実効性
じっこうせい

を確保
かくほ

するのか。・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１４－２ 民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

については報告
ほうこく

の徴収
ちょうしゅう

等
とう

が規定
きてい

されているが、行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

 

      については、特
とく

に実効性
じっこうせい

確保
かくほ

の措置
そ ち

が定
さだ

められていない。例
たと

えば、行
ぎょう

 

政
せい

機関
きかん

等
とう

による処分
しょぶん

が問題
もんだい

となる場合
ばあい

や、行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

の職員
しょくいん

が本法
ほんぽう

に 

違反
いはん

する行為
こうい

をした場合
ばあい

には、どのようにして是正
ぜせい

が図
はか

られるのか。・・・・ 

問
とい

１４－３ 服務
ふくむ

規律
きりつ

と対応
たいおう

要領
ようりょう

の関係
かんけい

はどうなるのか。対応
たいおう

要領
ようりょう

は「遅滞
ちたい

なく公
こう

 

表
ひょう

しなければならない」とされているが、服務
ふくむ

規律
きりつ

の中
なか

に対応
たいおう

要領
ようりょう

が 

位置付
い ち づ

けられる場合
ばあい

、服務
ふくむ

規律
きりつ

を公表
こうひょう

することになるのか。・・・・・・・・・ 

問
とい

１４－４ 第
だい

１２条
じょう

の「特
とく

に必要
ひつよう

があると認
みと

めるとき」とは、具体的
ぐたいてき

にどのよう 

      な場合
ばあい

を想定
そうてい

しているのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１４－５ 「特
とく

に必要
ひつよう

があると認
みと

めるとき」の判断
はんだん

が難
むずか

しい場合
ばあい

があると考
かんが

えら 

れるが、本規定
ほんきてい

について、実際
じっさい

にどのように運用
うんよう

していくのか。・・・・・・ 

問
とい

１４－６ 第
だい

８条
じょう

第
だい

２項
こう

は事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して努力
どりょく

義務
ぎ む

を課
か

すものであるが、いかな 

る考
かんが

え方
かた

により努力
どりょく

義務
ぎ む

に対
たい

して助言
じょげん

、指導
しどう

、勧告
かんこく

を行
おこな

うことができ 

るのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１４－７ 主務
しゅむ

大臣
だいじん

を対応
たいおう

指針
ししん

の対象
たいしょう

となる事
じ

業者
ぎょうしゃ

の事業
じぎょう

を所管
しょかん

する大臣
だいじん

とする 

理由
りゆう

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【１５．相談
そうだん

、紛争
ふんそう

の防止
ぼうし

・解決
かいけつ

、啓発
けいはつ

活動
かつどう

、情報
じょうほう

収集
しゅうしゅう

】 

問
とい

１５－１ 第
だい

１４条
じょう

（相談
そうだん

及
およ

び紛争
ふんそう

の防止
ぼうし

等
とう

のための体制
たいせい

の整備
せいび

）の趣旨
しゅし

如何
いかん

。・・・・・ 

問
とい

１５－２ 「必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整備
せいび

」とは、具体的
ぐたいてき

に何
なに

を意味
い み

するのか。新
あら

たな機関
きかん

 

の設置
せっち

を想定
そうてい

しているのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１５－３ 既存
きそん

の機関
きかん

における体制
たいせい

の整備
せいび

は、各府省
かくふしょう

や地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

ごとに行
おこな

わ 

れるのか。これまで相談
そうだん

や紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組
し く

みをもっていないような機
き

 

関
かん

でも、相談
そうだん

窓口
まどぐち

を設
もう

けることになるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１５－４ 行政
ぎょうせい

機関
きかん

自
みずか

らによる「不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」または「必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

 

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

」があった際
さい

には、どこに救済
きゅうさい

の相談
そうだん

にいけばよいのか。・・・・ 

問
とい

１５－５ 第
だい

１５条
じょう

（啓発
けいはつ

活動
かつどう

）の趣旨
しゅし

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１５－６ 「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を妨
さまた

げている諸要因
しょよういん

」について、政府
せいふ

 

としては具体的
ぐたいてき

にどのようなものを考
かんが

えているのか。・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１５－７ 啓発
けいはつ

活動
かつどう

の具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

や進
すす

め方
かた

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１５－８ 障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

やグループホーム・ケアホームなどの立地
りっち

をめぐる反
はん

 

対運動
たいうんどう

については、本法
ほんぽう

との関係
かんけい

でどのような措置
そ ち

が講
こう

じられるのか。・・・・・・ 
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問
とい

１５－９ 第
だい

１６条
じょう

（情報
じょうほう

の収集
しゅうしゅう

、整理
せいり

及
およ

び提供
ていきょう

）の趣旨
しゅし

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１５－１０収集
しゅうしゅう

・整理
せいり

した情報
じょうほう

については、毎年
まいとし

公表
こうひょう

すべきではないか。・・・・・・・・ 

 

【１６．障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

支援
しえん

地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

】 

問
とい

１６－１ 「障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

支援
しえん

地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

」を組織
そしき

できることとする趣旨如
しゅしいか

 

何
ん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１６－２ 地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

の具体的
ぐたいてき

な役割
やくわり

として、具体的
ぐたいてき

に、どのような場合
ばあい

にど 

のような情報
じょうほう

交換
こうかん

や取組
とりくみ

を行
おこな

うことを想定
そうてい

しているか。・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１６－３ 地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

が自
みずか

ら障害者
しょうがいしゃ

等
とう

からの相談
そうだん

を受
う

けることは可能
かのう

か。・・・・・・・ 

問
とい

１６－４ 地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

が調停
ちょうてい

等
とう

の紛争
ふんそう

解決
かいけつ

を行
おこな

うことは可能
かのう

か。地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

は、 

地域
ちいき

における問題
もんだい

解決
かいけつ

にどのように寄与
き よ

するのか。・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１６－５ 地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

における協議
きょうぎ

の結果
けっか

に基
もと

づき、行政
ぎょうせい

機関
きかん

が事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し 

      て指導
しどう

等
とう

を行
おこな

うことは、可能
かのう

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１６ー６ 国
くに

の出先
でさき

機関
きかん

は、地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

を組織
そしき

する関係
かんけい

機関
きかん

として想定
そうてい

されて 

いるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１６－７ 地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

で取
と

り上
あ

げられた相談
そうだん

事例
じれい

を基
もと

にして主務
しゅむ

大臣
だいじん

が第
だい

１２ 

条
じょう

の権限
けんげん

行使
こうし

を行
おこな

う場合
ばあい

、第
だい

１９条
じょう

の秘密
ひみつ

保持
ほ じ

義務
ぎ む

との関係
かんけい

はどう 

なるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１６－８ 庶務
しょむ

を地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が行
おこな

うとされている趣旨
しゅし

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１６－９ 政府
せいふ

として、地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

の設置
せっち

を促進
そくしん

するため、どのような支援
しえん

 

を考
かんが

えているか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１６－１０「その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

に関連
かんれん

する分野
ぶんや

」とはどのよう 

なものが想定
そうてい

されているのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１６－１１「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

の定
さだ

めるところによる」とされている雇用
こよう

分野
ぶんや

 

についても、地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

が扱
あつか

う分野
ぶんや

に含
ふく

まれるのか。・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１６－１２地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

の構
こう

成員
せいいん

として加
くわ

えることができる「その他
た

必要
ひつよう

がある 

と認
みと

める者
もの

」として具体的
ぐたいてき

にどのような者
もの

を想定
そうてい

しているのか。・・・・・・ 

問
とい

１６－１３「当該
とうがい

相談
そうだん

に係
かか

る事例
じれい

を踏
ふ

まえた障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

を解消
かいしょう

する 

      ための取組
とりくみ

」とは、具体的
ぐたいてき

に誰
だれ

がどのようにどのような取組
とりくみ

を行
おこな

う 

ことを想定
そうてい

しているのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【１７．施行
せこう

までのスケジュール等
とう

】 

問
とい

１７－１  施行
せこう

期日
きじつ

の考
かんが

え方
かた

如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１７－２  基本
きほん

方針
ほうしん

や対応
たいおう

要領
ようりょう

、対応
たいおう

指針
ししん

の策定
さくてい

等
とう

、施行
せこう

までの具体的
ぐたいてき

な 

      ケジュール如何
いかん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１７－３  本法
ほんぽう

の施行
せこう

までに、具体的
ぐたいてき

にどのようにして本法
ほんぽう

の周知
しゅうち

を行
おこな

って 

いくのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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３３ 

 



参考
さんこう

２  

７ 

 

 

【１８．施行
せこう

３年後
ねんご

の見直
みなお

し等
とう

】 

問
とい

１８－１  法
ほう

の施行
せこう

状況
じょうきょう

についての検討
けんとう

に要
よう

する期間
きかん

を３年
ねん

と定
さだ

めた理由如
りゆういか

 

何
ん

。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１８－２  今後
こんご

の法
ほう

の見直
みなお

しに当
あ

たっては、差別
さべつ

禁止
きんし

部会
ぶかい

の意見
いけん

まえた方向
ほうこう

 

      性
せい

で検討
けんとう

が行
おこな

われるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１８－３ ３年後
ねんご

の見直
みなお

しに当
あ

たっては、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の義務付
ぎ む づ

け 

の在
あ

り方
かた

も検討
けんとう

の対象
たいしょう

になるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１８－４ 本法
ほんぽう

の施行
せこう

状況
じょうきょう

については、どのようにしてモニタリングしていく 

のか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問
とい

１８－５  本法
ほんぽう

に基
もと

づく基本
きほん

方針
ほうしん

や対応
たいおう

要領
ようりょう

、対応
たいおう

指針
ししん

については、事例
じれい

の集
しゅう

 

積
せき

等
とう

を踏
ふ

まえ、内容
ないよう

を改善
かいぜん

してく、いわゆるＰＤＣＡ
ﾋﾟｰﾃﾞ ｨ ｰ ｼ ｰ ｴ ｰ

サイクルによ 

り見直
みなお

しを図
はか

っていくことが必要
ひつよう

ではないか。・・・・・・・・・・・・・・・ 
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３５ 

 

 



参考
さんこう

２  

８ 

 

【１．法律
ほうりつ

の趣旨
しゅし

・経緯
けいい

等
とう

】 

問
とい

１－１ 本法
ほんぽう

を制定
せいてい

する趣旨
しゅし

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

１．障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

に関
かん

しては、平成
へいせい

１８年
ねん

に国連
こくれん

において障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

に関
かん

する条約
じょうやく

が採択
さいたく

され

るなど、近年
きんねん

、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

保護
ほ ご

に向
む

けた取組
とりくみ

が国際的
こくさいてき

に進展
しんてん

してきたところ。 

 

２．我
わ

が国
くに

においても、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえ、平成
へいせい

23年
ねん

に障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

が行
おこな

わ

れ、その第
だい

４条
じょう

において、基本
きほん

原則
げんそく

として「差別
さべつ

の禁止
きんし

」が規定
きてい

された。 

 

３．本法
ほんぽう

は、差別
さべつ

の禁止
きんし

に関
かん

するより具体的
ぐたいてき

な規定
きてい

を示
しめ

し、それが遵守
じゅんしゅ

されるための具体的
ぐたいてき

な措置
そ ち

等
とう

を定
さだ

めることにより、この基本
きほん

原則
げんそく

を具体化
ぐ た い か

する法律
ほうりつ

として位置付
い ち づ

けられるものであり、全
すべ

て

の国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そうご

に人格
じんかく

と個性
こせい

を尊重
そんちょう

し合
あ

いなが

ら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

することを目的
もくてき

とするもの

である。 

 

問
とい

１－２ 自公民
じこうみん

の３党
とう

で議論
ぎろん

し、取
と

りまとめた「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の禁止
きんし

に関
かん

する立法
りっぽう

措置
そ ち

 

に係
かか

る主
おも

な論点
ろんてん

と基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

について」は、本法
ほんぽう

にどのように反映
はんえい

されているのか。 

（答
こたえ

） 

１．本法
ほんぽう

は、３党
とう

で一定
いってい

の合意
ごうい

を得
え

た「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の禁止
きんし

に関
かん

する立法
りっぽう

措置
そ ち

に係
かか

る主
おも

な論点
ろんてん

と基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

について」を踏
ふ

まえ作成
さくせい

している。 

 

２．内閣府
ないかくふ

としては、法律
ほうりつ

そのものに盛
も

り込
こ

めなかった事項
じこう

についても、本法
ほんぽう

第
だい

６条
じょう

に基
もと

づく「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する基本
きほん

方針
ほうしん

」に趣旨
しゅし

を盛
も

り込
こ

む等
とう

により、法
ほう

施行後
せ こ う ご

の

運用
うんよう

に反映
はんえい

させていくつもりである。 

 

問
とい

１－３ 今回
こんかい

の法律
ほうりつ

と、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

差別
さべつ

禁止
きんし

部会
ぶかい

が平成
へいせい

２４年
ねん

９月
がつ

に取
と

りまとめた意見
いけん

との関係
かんけい

如何
いかん

。部会
ぶかい

意見
いけん

の内容
ないよう

は、本法
ほんぽう

に反映
はんえい

されているのか。 

（答
こたえ

） 

１．差別
さべつ

禁止
きんし

部会
ぶかい

の意見
いけん

は、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

や学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

等
とう

にご参加
さんか

いただいた議論
ぎろん

の成果
せいか

であり、

政府
せいふ

としても十分
じゅうぶん

尊重
そんちょう

する必要
ひつよう

があると考
かんが

えている。 

 

２．法制化
ほうせいか

に当
あ

たっては、差別
さべつ

禁止
きんし

部会
ぶかい

の意見
いけん

に示
しめ

された基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

について、現段階
げんだんかい

で反映
はんえい

できるものを最大限
さいだいげん

盛
も

り込
こ

み、本法
ほんぽう

を作成
さくせい

した。 

 

 

 

 

 



参考
さんこう

２  

９ 

 

【２．障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

との関係
かんけい

】 

問
とい

２－１ 本法
ほんぽう

と障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

との関係
かんけい

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

政府
せいふ

としては、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の締結
ていけつ

に先立
さきだ

ち、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する施策
しさく

の整
せい

備
び

に努
つと

めてきたとこ

ろであり、本法
ほんぽう

はかかる取組
とりくみ

の一環
いっかん

として制定
せいてい

されたものである。 

 

問
とい

２－２ 障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の締結
ていけつ

に向
む

けた動
うご

きの一環
いっかん

として、これまで障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の禁止
きんし

に関
かん

する法制
ほうせい

についての検討
けんとう

が進
すす

められてきたが、本法
ほんぽう

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

における差別
さべつ

の禁止
きんし

に十分
じゅうぶん

に対応
たいおう

したものとなっているのか。 

（答
こたえ

） 

１．平成
へいせい

２３年
ねん

改正後
かいせいご

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

４条
じょう

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

にいう「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の否定
ひてい

を含
ふく

む。）の考
かんが

え方
かた

を反映
はんえい

し、全
すべ

ての国民
こくみん

が障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず共生
きょうせい

す

る社会
しゃかい

の実現
じつげん

を図
はか

るための基本
きほん

原則
げんそく

として差別
さべつ

が禁止
きんし

されていることを謳
うた

ったものである。

平成
へいせい

２３年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

により、我
わ

が国
くに

の障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の考
かんが

え方
かた

が障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

に対応
たいおう

したものであることは明確
めいかく

になったものと認識
にんしき

している。 

 

２．本法
ほんぽう

は、同条
どうじょう

の「差別
さべつ

の禁止
きんし

」の基本
きほん

原則
げんそく

を具体化
ぐ た い か

し、障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

を解
かい

消
しょう

するた

めの措置
そ ち

等
とう

を定
さだ

めること等
とう

により、障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を社会
しゃかい

において推進
すいしん

するもの

であり、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

と同様
どうよう

に、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の考
かんが

え方
かた

を反映
はんえい

したものである。 

 

３．これまで政府
せいふ

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の締結
ていけつ

に向
む

けた必要
ひつよう

な国
こく

内法
ないほう

の整備
せいび

を始
はじ

めとする我
わ

が国
くに

の

障害者
しょうがいしゃ

に係
かか

る制度
せいど

の集中的
しゅうちゅうてき

な改革
かいかく

として、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

（平成
へいせい

２３年
ねん

）、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の制定
せいてい

（平成
へいせい

２４年
ねん

）等
とう

に取
と

り組
く

んできたところであり、本法
ほんぽう

の制定
せいてい

により、横断的
おうだんてき

な

課題
かだい

については所要
しょよう

の措置
そ ち

を講
こう

じたことになるものと認識
にんしき

している。 

 

【３．障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

、障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

との関係
かんけい

】 

問
とい

３－１ 本法
ほんぽう

と障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の関係
かんけい

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

１．障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

では、「全
すべ

ての国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、等
ひと

しく基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享
きょう

有
ゆう

す

るかけがえのない個人
こじん

として尊重
そんちょう

されるものである」という理念
りねん

の下
もと

、基本
きほん

原則
げんそく

の一
ひと

つとして

「差別
さべつ

の禁止
きんし

」を掲
かか

げるとともに、医療
いりょう

、教育
きょういく

、雇用
こよう

、公共
こうきょう

交通
こうつう

などの分野
ぶんや

について、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

等
とう

のための施策
しさく

の基本
きほん

となる事項
じこう

を定
さだ

めている。 

 

２．その上
うえ

で、本法
ほんぽう

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

４条
じょう

に規定
きてい

された「差別
さべつ

の禁止
きんし

」の基本
きほん

原則
げんそく

を具体化
ぐ た い か

し、

同法
どうほう

に規定
きてい

する施策
しさく

の分野
ぶんや

も含
ふく

む広範
こうはん

な分野
ぶんや

を対象
たいしょう

として、差別
さべつ

の禁止
きんし

に関
かん

するより具体的
ぐたいてき

な

規定
きてい

を示
しめ

し、それが遵守
じゅんしゅ

されるような具体的
ぐたいてき

な措置
そ ち

等
とう

を定
さだ

めるものである。 

 



参考
さんこう

２  

１０ 

 

問
とい

３－２ 本法
ほんぽう

に基
もと

づく差別
さべつ

の解消
かいしょう

のための施策
しさく

は、障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

まれるのか。また、

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の監視
かんし

の対象
たいしょう

になるのか。 

（答
こたえ

） 

１．本法
ほんぽう

は障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

４条
じょう

の規定
きてい

を具体化
ぐ た い か

するものであり、本法
ほんぽう

に基
もと

づく障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする

差別
さべつ

の解消
かいしょう

のための施策
しさく

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基
もと

づく障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の１つとして、障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むことになる。 

 

２．また、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

３２条
じょう

第
だい

２項
こう

第
だい

３号
ごう

の規定
きてい

により、「障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

の実施
じっし

状況
じょうきょう

を監
かん

視
し

」することとされており、障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

まれた差別
さべつ

の解消
かいしょう

に

向
む

けた施策
しさく

は、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

による監視
かんし

の対象
たいしょう

となる。 

 

【４．条例
じょうれい

との関係
かんけい

】 

問
とい

４－１ 本法
ほんぽう

の成立
せいりつ

により、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

による障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

に関
かん

する条例
じょうれい

の制定
せいてい

に

何
なん

らかの拘束
こうそく

が生
しょう

じるのか。 

（答
こたえ

） 

１．本法
ほんぽう

の成立後
せいりつご

においても、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が地域
ちいき

の実情
じつじょう

に即
そく

して、いわゆる上乗
うわの

せ、横出
よこだ

し条例
じょうれい

を含
ふく

む障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

に関
かん

する条例
じょうれい

を制定
せいてい

することは、当然
とうぜん

に可能
かのう

である。 

 

２．本法
ほんぽう

には、条例
じょうれい

を拘束
こうそく

するものではない旨
むね

の規定
きてい

は特段
とくだん

置
お

いていないが、今後
こんご

、本法
ほんぽう

の施行
しこう

までの期間
きかん

において、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

にその旨
むね

周知
しゅうち

することとしたい。 

 

【５．他
た

の制度
せいど

との関係
かんけい

】 

問
とい

５－１ 本法
ほんぽう

の制定
せいてい

に伴
ともな

い、関連
かんれん

する諸制度
しょせいど

についても見直
みなお

しを行
おこな

うべきではないか。 

（答
こたえ

） 

１．本法
ほんぽう

は、個別
こべつ

の場面
ばめん

における特定
とくてい

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する取扱
とりあつか

いを対象
たいしょう

とするものであり、他
た

の法律
ほうりつ

により定
さだ

められる立法
りっぽう

内容
ないよう

そのものを対象
たいしょう

とするものではない。また、既存
きそん

の制度
せいど

に基
もと

づく個々
こ こ

の取扱
とりあつか

いについても、正当
せいとう

な理由
りゆう

がある場合
ばあい

には不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いには当
あ

たらないと考
かんが

えて

いる。したがって、既存
きそん

の制度
せいど

に関
かん

して、本法
ほんぽう

によって一律的
いちりつてき

にその見直
みなお

しが必要
ひつよう

となるもの

ではない。 

 

２．既存
きそん

の制度
せいど

については、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の締結
ていけつ

に向
む

けた国
こく

内法
ないほう

の整備
せいび

として、既
すで

に、同条約
どうじょうやく

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえた見直
みなお

しがなされてきているものと認識
にんしき

しており、今後
こんご

も、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

全体
ぜんたい

を

推進
すいしん

する中
なか

で、それぞれの法
ほう

目的
もくてき

も踏
ふ

まえ、社会的
しゃかいてき

な情勢
じょうせい

の変化
へんか

等
とう

必要
ひつよう

に応
おう

じた検討
けんとう

がなさ

れるべきであると考
かんが

える。 

 

 

 



参考
さんこう

２  

１１ 

 

【６．法
ほう

の名称
めいしょう

等
とう

】 

問
とい

６－１ 本法
ほんぽう

の名称
めいしょう

について、「差別
さべつ

の禁止
きんし

」ではなく「差別
さべつ

の解消
かいしょう

」としている理由
りゆう

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

本法
ほんぽう

においては、行政
ぎょうせい

機関
きかん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

における障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

を禁止
きんし

するとともに、そ

れを社会
しゃかい

において実効的
じっこうてき

に推進
すいしん

するための基本
きほん

方針
ほうしん

や指針
ししん

の策定
さくてい

等
とう

の措置
そ ち

や、相談
そうだん

・紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の

体制
たいせい

整備
せいび

等
とう

の国
くに

や地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

における支援
しえん

措置
そ ち

についても定
さだ

めており、これらを通
つう

じて差別
さべつ

の

ない社会
しゃかい

を目指
め ざ

すものとして、「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」としている。 

 

【７．対象
たいしょう

分野
ぶんや

】 

問
とい

７－１ 本法
ほんぽう

で差別
さべつ

の解消
かいしょう

のための措置
そ ち

の対象
たいしょう

としている分野
ぶんや

の範囲
はんい

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

１．本法
ほんぽう

では、教育
きょういく

、公共
こうきょう

交通
こうつう

、医療
いりょう

、雇用
こよう

、役務
えきむ

の提供
ていきょう

、刑事
けいじ

手続
てつづき

等
とう

の行政
ぎょうせい

機関
きかん

による活動
かつどう

な

ど、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において「障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

等
とう

のための基本的
きほんてき

施策
しさく

」として

規定
きてい

されている分野
ぶんや

も含
ふく

めた広範
こうはん

な分野
ぶんや

を対象
たいしょう

としている。 

 

２．なお、雇用
こよう

分野
ぶんや

については、本法
ほんぽう

の対象
たいしょう

分野
ぶんや

には含
ふく

まれるものの、今
いま

国会
こっかい

で成立
せいりつ

した障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

の改
かい

正法
せいほう

において、差別
さべつ

の禁止
きんし

等
とう

の具体的
ぐたいてき

な措置
そ ち

が定
さだ

められること

から、本法
ほんぽう

第
だい

３章
しょう

に規定
きてい

する差別
さべつ

の解消
かいしょう

のための具体的
ぐたいてき

な措置
そ ち

については、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

の定
さだ

めるところによることとしている。 

 

問
とい

７－２ 差別
さべつ

が禁止
きんし

される分野
ぶんや

毎
ごと

に、場面
ばめん

・事項
じこう

を具体的
ぐたいてき

に明記
めいき

するべきではないか。 

（答
こたえ

） 

１．差別
さべつ

が禁止
きんし

される各分野
かくぶんや

において、何
なに

が差別
さべつ

に当
あ

たり得
う

るのか、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

としてどのような

措置
そ ち

が望
のぞ

ましいのか、といった具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

については、国
くに

や地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

が定
さだ

める対応
たいおう

要領
ようりょう

や主務
しゅむ

大臣
だいじん

が定
さだ

める対応
たいおう

指針
ししん

により、今後
こんご

明
あき

らかにしていくこととしている。 

 

２．なお、障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

は障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

に関
かか

わるあらゆる場面
ばめん

で発生
はっせい

する

可能性
かのうせい

があることから、相談
そうだん

事例
じれい

や裁
さい

判例
ばんれい

の蓄積
ちくせき

が必
かなら

ずしも十分
じゅうぶん

とは言
い

えない現段階
げんだんかい

では、

法文上
ほうぶんじょう

網羅的
もうらてき

に具体的
ぐたいてき

な場面
ばめん

や事項
じこう

を記載
きさい

することは困難
こんなん

であり、仮
かり

に記載
きさい

しようとした場合
ばあい

、

かえって本法
ほんほう

の対象
たいしょう

が限定
げんてい

される恐
おそ

れがある。 

 

３．このため、本法
ほんぽう

においては対象
たいしょう

分野
ぶんや

を包括的
ほうかつてき

に規定
きてい

し、分野
ぶんや

毎
ごと

の具体的
ぐたいてき

な場面
ばめん

・事項
じこう

を法文上
ほうぶんじょう

明記
めいき

することについては、将来的
しょうらいてき

に本法
ほんぽう

施行後
し こ う ご

の具体的
ぐたいてき

な相談
そうだん

事例
じれい

や裁
さい

判例
ばんれい

の集積
しゅうせき

等
とう

を行
おこな

った

上
うえ

で、必要
ひつよう

に応
おう

じて検討
けんとう

することが適切
てきせつ

と考
かんが

えている。 

 

 

 



参考
さんこう

２  

１２ 

 

【８．障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

との関係
かんけい

】 

問
とい

８－１ 第
だい

１３条
じょう

（事業
じぎょう

主
ぬし

による措置
そ ち

に関
かん

する特例
とくれい

）の趣旨
しゅし

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

１．雇用
こよう

分野
ぶんや

については、労使
ろうし

の紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の蓄積
ちくせき

がある都道府県
とどうふけん

労働局
ろうどうきょく

等
とう

を活用
かつよう

した紛争
ふんそう

解決
かいけつ

制度
せいど

を構築
こうちく

すること等
とう

、雇用
こよう

分野
ぶんや

特有
とくゆう

の内容
ないよう

を定
さだ

める必要
ひつよう

があることから、今
こん

国会
こっかい

で成立
せいりつ

した

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

の促進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

の改
かい

正法
せいほう

により具体的
ぐたいてき

な措置
そ ち

を規定
きてい

することとしている。 

 

２．本法
ほんぽう

は、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

に関
かか

わる広範
こうはん

な分野
ぶんや

を対象
たいしょう

するものであり、本法
ほんぽう

と障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

とで重複
ちょうふく

が生
しょう

じることを避
さ

ける必要
ひつよう

があるため、雇用
こよう

分野
ぶんや

における具体的
ぐたいてき

な措置
そ ち

に

ついては障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

に委
ゆだ

ねる旨
むね

の規定
きてい

を置
お

くこととしたものである。 

 

問
とい

８－２ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に関
かん

して、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

は努力
どりょく

義務
ぎ む

となっているが、雇用
こよう

分野
ぶんや

については、民
みん

間事
かんじ

業者
ぎょうしゃ

も含
ふく

めて義務
ぎ む

となっていることとの関係
かんけい

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

１．本法
ほんぽう

は事業
じぎょう

分野
ぶんや

を特定
とくてい

せず、包括的
ほうかつてき

に事
こと

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を求
もと

める

ものであるが、障害者
しょうがいしゃ

と事
じ

業者
ぎょうしゃ

との関係
かんけい

は事業
じぎょう

分野
ぶんや

ごとに様々
さまざま

であり、求
もと

められる配慮
はいりょ

も

多種多様
たしゅたよう

であることから、自公民
じこうみん

の３党
とう

における議論
ぎろん

において、本法
ほんぽう

においては、事
じ

業者
ぎょうしゃ

につい

ては努力
どりょく

義務
ぎ む

としている。 

 

２．雇用
こよう

分野
ぶんや

については、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

や社会
しゃかい

参加
さんか

にとって極
きわ

めて重要
じゅうよう

な分野
ぶんや

であり、労働者
ろうどうしゃ

と

事業
じぎょう

主
ぬし

とは雇用
こよう

契約
けいやく

における継続的
けいぞくてき

な関係
かんけい

にあることなどを踏
ふ

まえて、事業
じぎょう

主
ぬし

等
とう

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を義務
ぎ む

としたところである。 

 

問
とい

８－３ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

において一部
いちぶ

適用
てきよう

除外
じょがい

とされている国家
こっか

公務員
こうむいん

や地方
ちほう

公務員
こうむいん

の

雇用
こよう

関係
かんけい

については、本法
ほんぽう

においてはどのような扱
あつか

いになるのか。 

（答
こたえ

） 

国家
こっか

公務員
こうむいん

や地方
ちほう

公務員
こうむいん

の雇用
こよう

関係
かんけい

における差別
さべつ

の禁止
きんし

については、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

の改
かい

正法
せいほう

においては、国家
こっか

公務員法
こうむいんほう

、地方
ちほう

公務員法
こうむいんほう

等
とう

の個別
こべつ

法令
ほうれい

の規定
きてい

に拠
よ

るとの前提
ぜんてい

の下
もと

、その

一部
いちぶ

が適用
てきよう

除外
じょがい

とされているところ、第
だい

１３条
じょう

の規定
きてい

により、本法
ほんぽう

との関係
かんけい

においても同様
どうよう

の

整理
せいり

となる。 

 

【９．法
ほう

の対象
たいしょう

範囲
はんい

】 

問
とい

９－１ 本法
ほんぽう

は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

でない一般
いっぱん

私人
しじん

の行為
こうい

や個人
こじん

の思想
しそう

や言論
げんろん

も対象
たいしょう

としているのか。 

（答
こたえ

） 

本法
ほんぽう

においては、事
じ

業者
ぎょうしゃ

でない一般
いっぱん

私人
しじん

の行為
こうい

や個人
こじん

の思想
しそう

、言論
げんろん

については、法
ほう

により規制
きせい

す

ることは不適当
ふてきとう

と考
かんが

えられることから対象
たいしょう

としていない。一般
いっぱん

私人
しじん

については、第
だい

１５条
じょう

に規定
きてい

す

る国
くに

や地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

による啓発
けいはつ

活動
かつどう

を通
つう

じ、本法
ほんぽう

の趣旨
しゅし

の周知
しゅうち

を図
はか

っていくこととする。 
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問
とい

９－２ 障害者
しょうがいしゃ

への誹謗
ひぼう

中傷
ちゅうしょう

等
とう

、ネット上
じょう

での書
か

き込
こ

みは、本法
ほんぽう

により規制
きせい

されるのか 

（答
こたえ

） 

本法
ほんぽう

においては、事
じ

業者
ぎょうしゃ

でない一般
いっぱん

私人
しじん

の行為
こうい

や個人
こじん

の思想
しそう

、言論
げんろん

については、法
ほう

により規
き

制
せい

す

ることは不適当
ふてきとう

と考
かんが

えられることから対象
たいしょう

としていない。ただし、国民
こくみん

に対
たい

して啓発
けいはつ

を行
おこな

ってい

くことは非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

と考
かんが

えている。 

 

問
とい

９－３ 難病
なんびょう

の方
かた

は、本法
ほんぽう

の対象
たいしょう

になるのか。 

（答
こたえ

） 

難病
なんびょう

のある方
かた

についても、難病
なんびょう

に起因
きいん

する心身
しんしん

の機能
きのう

の障害
しょうがい

があり、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

によ

り継続的
けいぞくてき

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

けている状態
じょうたい

にある方
かた

は、本法
ほんぽう

の対象
たいしょう

となる。 

 

問
とい

９－４ 本法
ほんぽう

の障害者
しょうがいしゃ

には障害児
しょうがいじ

も含
ふく

まれるのか。 

（答
こたえ

） 

１．本法
ほんぽう

の障害者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

と同
おな

じであり、障害児
しょうがいじ

も当然
とうぜん

に含
ふく

まれる。 

 

２．なお、第
だい

７条
じょう

第
だい

２項
こう

、第
だい

８条
じょう

第
だい

２項
こう

に規定
きてい

する「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

についての必要
ひつよう

か

つ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」については、障害者
しょうがいしゃ

の年齢
ねんれい

等
とう

に応
おう

じた配慮
はいりょ

を行
おこな

うべき旨
むね

、規定
きてい

しているところ。 

 

問
とい

９－５ 障害者
しょうがいしゃ

の親
おや

が子
こ

どもの障害
しょうがい

を理由
りゆう

として不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いを受
う

けた場合
ばあい

などは、

本法
ほんぽう

の対象
たいしょう

になるのか。 

（答
こたえ

） 

本法
ほんぽう

は、あくまで障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

を対象
たいしょう

とするものであるが、例
たと

えば、障害児
しょうがいじ

を持
も

つ親
おや

が、当該
とうがい

障害児
しょうがいじ

の付
つ

き添
そ

いとして当該
とうがい

障害児
しょうがいじ

とともに施設
しせつ

を利用
りよう

しようとしたときに、当該
とうがい

障害児
しょうがいじ

の障害
しょうがい

を理由
りゆう

として障害児
しょうがいじ

同伴
どうはん

での施設
しせつ

の利用
りよう

について不当
ふとう

な差別的
さべつてき

な取
と

り扱
あつか

いを受
う

けた場合
ばあい

などは、

対象
たいしょう

となりうるものと考
かんが

える。 

 

問
とい

９－６ 本法
ほんぽう

の対象
たいしょう

から国会
こっかい

や裁判所
さいばんしょ

が除
じょ

外
がい

されている理由
りゆう

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

立法府
りっぽうふ

である国会
こっかい

、司法府
し ほ う ふ

である裁判所
さいばんしょ

については、国
くに

の機関
きかん

としての一般的
いっぱんてき

な責務
せきむ

の対象
たいしょう

か

ら排除
はいじょ

されるものではないが、第
だい

３章
しょう

に規定
きてい

する差別
さべつ

の禁止
きんし

等
とう

に係
かか

る具体的
ぐたいてき

な措置
そ ち

については、

三権
さんけん

分立
ぶんりつ

の観点
かんてん

からそれぞれ実態
じったい

に即
そく

して自律的
じりつてき

に必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じることとすることが適当
てきとう

であるため、これらの規定
きてい

の対象
たいしょう

機関
きかん

には含
ふく

めていない。 

 

問
とい

９－７ 「独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

」を「行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

」に含
ふく

める理由
りゆう

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

１．本法
ほんぽう

においては、国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
きかん

や地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、率先
そっせん

して差別
さべつ

の解消
かいしょう

に取
と

り組
く

むことが要請
ようせい

されることから、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

について法的
ほうてき

義務
ぎ む

を課
か

すなど、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

とは異
こと

なる扱
あつか

い

をしているところ、独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

の政府
せいふ

の一部
いちぶ

を構成
こうせい

するとみられる法人
ほうじん

などの公的
こうてき

主体
しゅたい

に
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ついても、国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

と同様
どうよう

に整理
せいり

したものである。 

 

２．なお、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

については、障害者
しょうがいしゃ

と相手方
あいてがた

の関係
かんけい

は様々
さまざま

であり、求
もと

められる配慮
はいりょ

も多種多様
たしゅたよう

であることから、努力
どりょく

義務
ぎ む

とした上
うえ

でガイドラインにより自発的
じはつてき

な取組
とりくみ

を促
うなが

すこととしている。 

 

問
とい

９－８ 具体的
ぐたいてき

にどのような法人
ほうじん

が政令
せいれい

で指定
してい

されるのか。 

（答
こたえ

） 

本法
ほんぽう

における「独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

」の範囲
はんい

については、独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

の他
ほか

に公共的
こうきょうてき

な性格
せいかく

を持
も

つ特殊
とくしゅ

法人
ほうじん

、認可
にんか

法人
ほうじん

等
とう

の中
なか

でも、政府
せいふ

の一部
いちぶ

を構成
こうせい

するとみられる法人
ほうじん

としており、具体的
ぐたいてき

に

は、理事長
りじちょう

などを大臣
だいじん

などが任命
にんめい

している法人
ほうじん

、又
また

は政府
せいふ

が出資
しゅっし

をすることができる法人
ほうじん

を原則
げんそく

として対象
たいしょう

とすることを想定
そうてい

している。 

 

問
とい

９－９ 学校
がっこう

法人
ほうじん

や社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

は「独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

」に含
ふく

まれるのか。 

（答
こたえ

） 

学校
がっこう

法人
ほうじん

や社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

は、「法律
ほうりつ

により直接
ちょくせつ

に設立
せつりつ

された法人
ほうじん

」、「特別
とくべつ

の法律
ほうりつ

により特別
とくべつ

の設立
せつりつ

行為
こうい

をもって設立
せつりつ

された法人
ほうじん

」、「特別
とくべつ

の法律
ほうりつ

により設立
せつりつ

され、かつ、その設立
せつりつ

に関
かん

し行
ぎょう

政庁
せいちょう

の認可
にんか

を要
よう

する法人
ほうじん

」のいずれにも該当
がいとう

しないことから、第
だい

２条
じょう

第
だい

５号
ごう

の「独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

」

には含
ふく

まれず、第
だい

２条
じょう

第
だい

７号
ごう

の「事
じ

業者
ぎょうしゃ

」に含
ふく

まれる。 

 

問
とい

９－１０ 地方
ちほう

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

から「地方
ちほう

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人法
ほうじんほう

第
だい

２１条
じょう

第
だい

３号
ごう

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

を行
おこな

う

もの」が除外
じょがい

されている理由
りゆう

如何
いかん

。 

  （答
こたえ

） 

地方
ちほう

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人法
ほうじんほう

第
だい

２１条
じょう

第
だい

３号
ごう

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

を行
おこな

う「公営
こうえい

企業型
きぎょうがた

地方
ちほう

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

」に

ついては、地方
ちほう

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人法
ほうじんほう

において「常
つね

に企業
きぎょう

の経済性
けいざいせい

を発揮
はっき

する」ことが求
もと

められている

ことや、原則
げんそく

として業
ぎょう

に要
よう

する経費
けいひ

を事業
じぎょう

収入
しゅうにゅう

で賄
まかな

うことが前提
ぜんてい

とされていることから、本法
ほんぽう

第
だい

２条
じょう

第
だい

７号
ごう

の「事
じ

業者
ぎょうしゃ

」として扱
あつか

うことが適当
てきとう

であるため、地方
ちほう

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

から除
のぞ

いているものである。 

 

問
とい

９－１１ 地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

から「地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の経営
けいえい

する企業
きぎょう

」が除外
じょがい

されている理由
りゆう

如何
いかん

。 

 （答
こたえ

） 

地方
ちほう

公営
こうえい

企業
きぎょう

については、根拠法
こんきょほう

である地方
ちほう

公営
こうえい

企業法
きぎょうほう

において「常
つね

に企業
きぎょう

の経済性
けいざいせい

を発揮
はっき

す

る」ことが求
もと

められていることや、原則
げんそく

として業
ぎょう

に要
よう

する経費
けいひ

を事業
じぎょう

収入
しゅうにゅう

で賄
まかな

うことが前提
ぜんてい

とされ

ていることから、本法
ほんぽう

第
だい

２条
じょう

第
だい

７号
ごう

の「事
じ

業者
ぎょうしゃ

」として扱
あつか

うことが適当
てきとう

であるため、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

から除
のぞ

いているものである。 

 

問
とい

９－１２ 国
くに

公立
こうりつ

の学校
がっこう

や福祉
ふくし

施設
しせつ

については、「行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

」に含
ふく

まれるのか。 

 （答
こたえ

） 

国
くに

の独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

や、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

などがその事務
じ む

・事業
じぎょう

の一環
いっかん

として設置
せっち

、運営
うんえい

している

学校
がっこう

や福祉
ふくし

施設
しせつ

は、基本的
きほんてき

には本法
ほんぽう

における「行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

」に含
ふく

まれる。 
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問
とい

９－１３「事
じ

業者
ぎょうしゃ

 商業
しょうぎょう

その他
た

の事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

」の範囲
はんい

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

個人
こじん

か団体
だんたい

か、営利
えいり

目的
もくてき

か非営利
ひ え い り

目的
もくてき

かを問
と

わず、同種
どうしゅ

の行為
こうい

を反復
はんぷく

継続
けいぞく

して行
おこな

う者
もの

であって、

国
くに

、第二条
だいにじょう

第四号
だいよんごう

に規定
きてい

する独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

及
およ

び第二条
だいにじょう

第五号
だいごごう

に規定
きてい

する地方
ちほう

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

を除
のぞ

いたものを指
さ

す。 

  

問
とい

９－１４ 事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

の「事業
じぎょう

」には、例
たと

えば、対価
たいか

を得
え

ない無報酬
むほうしゅう

の事業
じぎょう

や、社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

や特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

の行
おこな

う非営利
ひ え い り

事業
じぎょう

も含
ふく

まれるのか。 

（答
こたえ

） 

本法
ほんぽう

における「事業
じぎょう

」は、営利
えいり

目的
もくてき

か非営利
ひ え い り

目的
もくてき

かを問
と

わず、反復
はんぷく

継続
けいぞく

して行
おこな

われる同種
どうしゅ

の行為
こうい

であり、対価
たいか

を得
え

ない無報酬
むほうしゅう

の事業
じぎょう

や社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

や特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

の行
おこな

う非営利
ひ え い り

事業
じぎょう

も

含
ふく

まれる。 

 

【１０．差別
さべつ

の定義
ていぎ

・概念
がいねん

】 

問
とい

１０－１ 本法
ほんぽう

で「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」の定義
ていぎ

規定
きてい

を置
お

かない理由
りゆう

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

１．個別
こべつ

の事案
じあん

において特定
とくてい

の行為
こうい

が差別
さべつ

に該当
がいとう

するか否
いな

かは、それぞれの事案
じあん

に応
おう

じて個別
こべつ

具体的
ぐたいてき

に判断
はんだん

されるものであり、本法
ほんぽう

では、「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」についてあらかじめ一律
いちりつ

に定
さだ

めることはしていない。 

 

２．今後
こんご

、本法
ほんほう

に基
もと

づく対応
たいおう

要領
ようりょう

や対応
たいおう

指針
ししん

において具体的
ぐたいてき

事例
じれい

等
とう

を示
しめ

すとともに、本法
ほんぽう

の

施行後
せ こ う ご

、具体的
ぐたいてき

な相談
そうだん

事例
じれい

や裁
さい

判例
ばんれい

を積
つ

み上
あ

げていく中
なか

で、具体的
ぐたいてき

にどのような行為
こうい

が差別
さべつ

に当
あ

たり得
う

るのかについて、国民
こくみん

の間
あいだ

で認識
にんしき

の共有
きょうゆう

が図
はか

られるよう、努
つと

めていくこととしている。 

 

３．法
ほう

施行
せこう

３年後
ねんご

の見直
みなお

しにおいて差別
さべつ

に関
かん

する定義
ていぎ

を盛
も

り込
こ

むかどうかについては、今後
こんご

の

具体的
ぐたいてき

な相談
そうだん

事例
じれい

や裁
さい

判例
ばんれい

の集積
しゅうせき

を踏
ふ

まえ、検討
けんとう

することになる。 

 

問
とい

１０－２ 本法
ほんぽう

で解消
かいしょう

を目指
め ざ

す「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

における「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」と同
おな

じものか。 

（答
こたえ

） 

  本法
ほんぽう

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

４条
じょう

の差別
さべつ

の禁止
きんし

に関
かん

する規定
きてい

を具体化
ぐ た い か

するものである。障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

４条
じょう

の「差別
さべつ

の禁止
きんし

」に関
かん

する規定
きてい

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の締結
ていけつ

に向
む

けた国
こく

内法
ないほう

の整備
せいび

の一環
いっかん

と

して改正
かいせい

したものであり、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえて定
さだ

めているものである。 

 

 

 



参考
さんこう

２  

１６ 

 

問
とい

１０－３ 「不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」の「不当
ふとう

な」とはどのような意味
い み

か。 

（答
こたえ

） 

１．「不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」という用語
ようご

は、例
たと

えば、職 業 安
しょくぎょうあん

定法
ていほう

等
とう

、幅広
はばひろ

い分野
ぶんや

にわたる多
おお

く

の法律
ほうりつ

で用
もち

いられているところ。 

 

２．「不当
ふとう

な」とは、当該
とうがい

取扱
とりあつか

いに正当
せいとう

な理由
りゆう

がある場合
ばあい

には、本法
ほんぽう

により禁止
きんし

される不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いには該当
がいとう

しないという趣旨
しゅし

である。 

 

 

問
とい

１０－４ 差別
さべつ

禁止
きんし

部会
ぶかい

で議論
ぎろん

された差別
さべつ

の４類型
るいけい

と本法
ほんぽう

で禁止
きんし

される差別
さべつ

の関係
かんけい

は。また、

差別
さべつ

禁止
きんし

部会
ぶかい

意見
いけん

で示
しめ

された「間接
かんせつ

差別
さべつ

」や「関連
かんれん

差別
さべつ

」が規定
きてい

されなかった理由
りゆう

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

１．差別
さべつ

禁止
きんし

部会
ぶかい

で提
てい

起
き

されたのは「直接
ちょくせつ

差別
さべつ

」「間接
かんせつ

差別
さべつ

」「関連
かんれん

差別
さべつ

」「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

」

の４類型
るいけい

であるが、本法
ほんぽう

においては、「不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」及
およ

び「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

」を

差別
さべつ

としている。 

 

２．「直接
ちょくせつ

差別
さべつ

」に関
かん

しては、基本的
きほんてき

には「不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」に含
ふく

まれる。その上
うえ

で、「間接
かんせつ

差別
さべつ

」「関連
かんれん

差別
さべつ

」については、具体的
ぐたいてき

にどのような事例
じれい

が該当
がいとう

するのか必
かなら

ずしも定
さだ

かではな

く、現時点
げんじてん

で一律
いちりつ

に判断
はんだん

することは困難
こんなん

であるため、具体的
ぐたいてき

な相談
そうだん

事例
じれい

や裁
さい

判例
ばんれい

の集積
しゅうせき

等
とう

を踏
ふ

まえた上
うえ

で対応
たいおう

することとしている。 

 

問
とい

１０－５ 「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」とは何
なに

か。 

（答
こたえ

） 

１．本法
ほんぽう

第
だい

７条
じょう

、第
だい

８条
じょう

にいう「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」とは、

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

４条
じょう

第
だい

２項
こう

を具体化
ぐ た い か

するものとして本法
ほんぽう

に規定
きてい

しているものであり、障害者
しょうがいしゃ

が

日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

において受
う

ける様々
さまざま

な制限
せいげん

をもたらす原因
げんいん

となる社会的
しゃかいてき

な障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くため、その実施
じっし

に伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でない場合
ばあい

に、特定
とくてい

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して個別
こべつ

の状況
じょうきょう

に応
おう

じて

講
こう

じられるべき措置
そ ち

である。 

 

２．典型的
てんけいてき

な例
れい

としては、たとえば、乗
の

り物
もの

への乗車
じょうしゃ

に当
あ

たっての職員
しょくいん

等
とう

による手助
てだす

けや、筆談
ひつだん

、

読
よ

み上
あ

げ等
とう

の障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じたコミュニケーション手段
しゅだん

による対応
たいおう

、段差
だんさ

の解消
かいしょう

のための渡
わた

し板
いた

の提供
ていきょう

等
とう

が考
かんが

えられる。 

 

３．具体的
ぐたいてき

にどのような行為
こうい

が差別
さべつ

に当
あ

たり得
う

るのかについては、今後
こんご

、本法
ほんぽう

に基
もと

づく対応
たいおう

要領
ようりょう

や

対応
たいおう

指針
ししん

において示
しめ

すこととしている。 

 

 



参考
さんこう

２  

１７ 

 

問
とい

１０－６ 本法
ほんぽう

において、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

」（社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

に関
かん

する必要
ひつよう

か

つ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を行
おこな

わないこと）は「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」に当
あ

たるのか。 

（答
こたえ

） 

１．いわゆる「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

」については、既
すで

に障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

４条
じょう

第
だい

２項
こう

に規定
きてい

が置
お

か

れており、法文上
ほうぶんじょう

、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

に関
かん

する「必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」を行
おこな

わない

ことが、一定
いってい

の条件
じょうけん

の下
もと

で「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」に当
あ

たる旨
むね

が明確
めいかく

に規定
きてい

されている。 

 

２．本法
ほんぽう

は、この基本法
きほんほう

の規定
きてい

を具体化
ぐ た い か

するものであり、本法
ほんぽう

においても、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の

実施
じっし

に関
かん

する「必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」を行
おこな

わないことによって障害者
しょうがいしゃ

への権利
けんり

利益
りえき

侵害
しんがい

をも

たらす場合
ばあい

には、障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

に当
あ

たる。 

 

問
とい

１０－７ 本法
ほんぽう

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

を踏
ふ

まえたものになっているのか。

（答
こたえ

） 

いわゆる「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

」については、既
すで

に障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

４条
じょう

第
だい

２項
こう

において、

障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を取
と

り込
こ

んだ規定
きてい

が置
お

かれているところ。本法
ほんぽう

はこの基本法
きほんほう

の規定
きてい

を

具体化
ぐ た い か

するものであり、本法
ほんぽう

における「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

」（社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

に関
かん

す

る必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を行
おこな

わないこと）も、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえたものとなっている。 

 

問
とい

１０－８ 「障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じて」とあるが、これは、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条
じょう

約
やく

第
だい

６条
じょう

、第
だい

７条
じょう

の女性
じょせい

や子
こ

どもに関
かん

する特別
とくべつ

な措置
そ ち

に関
かん

する規定
きてい

を踏
ふ

まえ

たものか。 

（答
こたえ

） 

１．「障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じて必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をしなければならな

い」という規定
きてい

は、障害
しょうがい

のある女性
じょせい

や子
こ

どもに対
たい

する特別
とくべつ

な措置
そ ち

について定
さだ

めた障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

第
だい

６条
じょう

、第
だい

７条
じょう

の趣旨
しゅし

も踏
ふ

まえたものである。 

 

２．この規定
きてい

を踏
ふ

まえながら、今後
こんご

、基本
きほん

方針
ほうしん

、対応
たいおう

要領
ようりょう

、対応
たいおう

指針
ししん

を作成
さくせい

していくに当
あ

たり、

女性
じょせい

や子
こ

どもに対
たい

する配慮
はいりょ

を図
はか

っていきたい。 

 

問
とい

１０－９ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

について、行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

のみが義務
ぎ む

で民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

は努力
どりょく

義務
ぎ む

として 

いる理由
りゆう

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

障害者
しょうがいしゃ

と相手方
あいてがた

の関係
かんけい

は様々
さまざま

であり、求
もと

められる配慮
はいりょ

も多種多様
たしゅたよう

であることから、本法
ほんぽう

にお

いては、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について、一律
いちりつ

に法的
ほうてき

義務
ぎ む

とするのではなく、国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
きかん

や地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

、

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

の政府
せいふ

の一部
いちぶ

を構成
こうせい

するとみられる法人
ほうじん

などの公的
こうてき

主体
しゅたい

については法的
ほうてき

義務
ぎ む

を課
か

し、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

については、努力
どりょく

義務
ぎ む

を課
か

した上
うえ

で対応
たいおう

指針
ししん

により自発的
じはつてき

な取組
とりくみ

を促
うなが

すこと

としている。 

 



参考
さんこう

２  

１８ 

 

問
とい

１０－１０ 民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について、努力
どりょく

義務
ぎ む

にとどめているが、どのようにして

実効性
じっこうせい

を確保
かくほ

するのか。  

（答
こたえ

） 

１．障害者
しょうがいしゃ

と相手方
あいてがた

の関係
かんけい

は様々
さまざま

であり、求
もと

められる配慮
はいりょ

も多種多様
たしゅたよう

であることから、本法
ほんぽう

にお

いては、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について、一律
いちりつ

に法的
ほうてき

義務
ぎ む

とするのではなく、国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
きかん

や地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

、独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

の政府
せいふ

の一部
いちぶ

を構成
こうせい

するとみられる法人
ほうじん

などの公的
こうてき

主体
しゅたい

については

法的
ほうてき

義務
ぎ む

を課
か

し、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

については、努力
どりょく

義務
ぎ む

を課
か

した上
うえ

で対応
たいおう

指針
ししん

により自発的
じはつてき

な取組
とりくみ

を促
うなが

すこととしている。 

 

２．その上
うえ

で、主務
しゅむ

大臣
だいじん

が特
とく

に必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、報告
ほうこく

の徴収
ちょうしゅう

、助言
じょげん

、指導
しどう

、勧告
かんこく

とい

った措置
そ ち

を講
こう

ずることができることとしており、これらの権限
けんげん

が適
てき

切
せつ

に行使
こうし

されることにより、

実効性
じっこうせい

が確保
かくほ

されるものと考
かんが

える。 

 

 

問
とい

１０－１１ 「現
げん

に社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表明
ひょうめい

」の具体的
ぐたいてき

な

意味
い み

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

１．個別
こべつ

具体的
ぐたいてき

な場面
ばめん

において、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

に関
かん

する配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としている状況
じょうきょう

に

あることを、言語
げんご

（手話
しゅわ

も含
ふく

む。）その他
た

の意思
い し

疎通
そつう

のための手段
しゅだん

により伝
つた

えることを指
さ

す。 

 

２．「その他
た

の意思
い し

疎通
そつう

のための手段
しゅだん

」とは、障害者
しょうがいしゃ

が他人
たにん

とコミュニケーションを図
はか

るに当
あ

たっ

て必要
ひつよう

な手段
しゅだん

をいい、具体的
ぐたいてき

には、筆談
ひつだん

、実物
じつぶつ

や身振
み ぶ

りサイン等
とう

による合図
あいず

、触覚
しょっかく

による意思
い し

伝達
でんたつ

等
とう

をいう。 

 

問
とい

１０－１２ 障害者
しょうがいしゃ

からの「意思
い し

の表明
ひょうめい

」があった場合
ばあい

に限定
げんてい

している理由
りゆう

如何
いかん

。意思
い し

の表明
ひょうめい

    がない場合
ばあい

には、「必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」を行
おこな

う必要
ひつよう

はないのか。 

（答
こたえ

） 

１．「意思
い し

の表明
ひょうめい

があった場合
ばあい

において」としているのは、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」とは、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている障害者
しょうがいしゃ

が現
げん

に存在
そんざい

する場合
ばあい

における個別
こべつ

の対応
たいおう

として求
もと

められるものであ

り、配慮
はいりょ

を求
もと

められる相手方
あいてがた

から見
み

て、当該者
とうがいしゃ

が障害者
しょうがいしゃ

なのか、配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としているか否
いな

か

が分
わ

からない場合
ばあい

についてまで、具体的
ぐたいてき

に配慮
はいりょ

を義務付
ぎ む づ

けることが困難
こんなん

なためである。 

 

２．合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

については、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

において「特定
とくてい

の場合
ばあい

において必要
ひつよう

とされるもの」

と定義
ていぎ

され、個別
こべつ

具体的
ぐたいてき

な場面
ばめん

で必要
ひつよう

とされるものとの趣旨
しゅし

が表
あらわ

されており、これを踏
ふ

まえた

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

４条
じょう

第
だい

２条
じょう

においても「それ（社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

）を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

が現
げん

に

存
そん

し」を規定
きてい

されているところ。 

 

３．なお、障害者
しょうがいしゃ

からの意思
い し

の表明
ひょうめい

がない場合
ばあい

にも、法的
ほうてき

な義務
ぎ む

は発生
はっせい

しないものの、行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

が自主的
じしゅてき

に適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

を行
おこな

うことは、本法
ほんぽう

の趣旨
しゅし

に照
て

らし望
のぞ

ましいことと考
かんが

えている。 



参考
さんこう

２  

１９ 

 

 

問
とい

１０－１３ 「意思
い し

の表明
ひょうめい

」については、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

からの意思
い し

の表明
ひょうめい

に限
かぎ

られるのか。「意
い

思
し

の表明
ひょうめい

」ができない障害者
しょうがいしゃ

については、「必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」はできな

いことになるのか。 

（答
こたえ

） 

知的
ちてき

障害
しょうがい

等
とう

により本人
ほんにん

が自
みずか

ら意思
い し

を表明
ひょうめい

することが困難
こんなん

な場合
ばあい

には、その家族
かぞく

等
とう

が本人
ほんにん

を

補佐
ほ さ

して意思
い し

の表明
ひょうめい

をする場合
ばあい

も、解釈上
かいしゃくじょう

含
ふく

み得
う

るものと考
かんが

えている。 

 

問
とい

１０－１４ 「家族
かぞく

等
とう

」とは具体的
ぐたいてき

に誰
だれ

なのか。 

（答
こたえ

） 

障害者
しょうがいしゃ

の家族
かぞく

等
とう

としては、たとえば障害者
しょうがいしゃ

の家族
かぞく

、支援者
しえんしゃ

等
とう

、コミュニケーションを補佐
ほ さ

で

きる者
もの

が該当
がいとう

する。 

 

問
とい

１０－１５ 「その実施
じっし

に伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないとき」かどうかを判断
はんだん

するに当
あ

たっては、ど

のようなことが考慮
こうりょ

されるのか。また、その検討
けんとう

過程
かてい

において、関係者
かんけいしゃ

の意見
いけん

の

聴取
ちょうしゅ

は行
おこな

われるのか。 

（答
こたえ

） 

１．「その実施
じっし

に伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないとき」の判断
はんだん

に当
あ

たっての考慮
こうりょ

要素
ようそ

としては、例
たと

えば、事業
じぎょう

等
とう

の規模
き ぼ

やその規模
き ぼ

からみた負担
ふたん

の程度
ていど

、財政
ざいせい

状況
じょうきょう

、業務
ぎょうむ

遂行
すいこう

に及
およ

ぼす影響
えいきょう

といったものが考
かんが

えられる。 

 

２．今後
こんご

、本法
ほんぽう

第
だい

６条
じょう

に規定
きてい

する基本
きほん

方針
ほうしん

において典型的
てんけいてき

な考慮
こうりょ

要素
ようそ

を例示
れいじ

するとともに、対応
たいおう

要領
ようりょう

や対応
たいおう

指針
ししん

において具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

を明
あき

らかにすることを想定
そうてい

しており、その検討
けんとう

過程
かてい

にお

いては、障害者
しょうがいしゃ

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

の意見
いけん

を反映
はんえい

させるための措置
そ ち

を講
こう

ずることとしている。 

 

 

問
とい

１０－１６ 中小
ちゅうしょう

零細
れいさい

企業
きぎょう

などから合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

による負担
ふたん

を懸念
けねん

する声
こえ

もあるが、「その実
じつ

施
し

に伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないとき」の判断
はんだん

では、事業
じぎょう

規模
き ぼ

も考慮
こうりょ

されるのか。 

（答
こたえ

） 

１．障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

においては、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について、「均衡
きんこう

を失
しっ

した又
また

は過度
か ど

の負担
ふたん

を課
か

さな

いもの」とされており、本法
ほんぽう

では、この趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえて「実施
じっし

に伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないとき」と

規定
きてい

しているもの。 

 

２．事
じ

業者
ぎょうしゃ

の場合
ばあい

には、事業
じぎょう

等
とう

の規模
き ぼ

やその規模
き ぼ

から見
み

た負担
ふたん

の程度
ていど

といった要素
ようそ

も考慮
こうりょ

されるべ

きであり、こうした考慮
こうりょ

を通
つう

じ、中小
ちゅうしょう

零細
れいさい

企業
きぎょう

についても配慮
はいりょ

していく必要
ひつよう

があると考
かんが

えている。 

 

３．いずれにしても、基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

については、今後
こんご

、基本
きほん

方針
ほうしん

や対応
たいおう

要領
ようりょう

、対応
たいおう

指針
ししん

におい

て示
しめ

していく予定
よてい

である。 

 



参考
さんこう

２  

２０ 

 

【１１．環境
かんきょう

の整備
せいび

】 

問
とい

１１－１ 第
だい

５条
じょう

（社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

に関
かん

する環境
かんきょう

の整備
せいび

）の趣旨
しゅし

如何
いかん

。第
だい

５条
じょう

に規定
きてい

する「環境
かんきょう

の整備
せいび

」と第
だい

７条
じょう

及
およ

び第
だい

８条
じょう

に規定
きてい

す

る「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」とはどのような

関係
かんけい

にあるのか。 

（答
こたえ

） 

第
だい

５条
じょう

は、バリアフリー法
ほう

に基
もと

づく公共
こうきょう

交通
こうつう

施設
しせつ

や建築物
けんちくぶつ

等
とう

のハード面
めん

のバリアフリー化
か

等
とう

、

不特定
ふとくてい

の障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

に行
おこな

われる「事前的
じぜんてき

改善
かいぜん

措置
そ ち

」について規定
きてい

したものである。こうした措置
そ ち

は、第
だい

７条
じょう

及
およ

び第
だい

８条
じょう

に規定
きてい

する「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」

の実施
じっし

に向
む

けた環境
かんきょう

の整備
せいび

として位置付
い ち づ

けられるものであり、差別
さべつ

の解消
かいしょう

に向
む

けた取組
とりくみ

として

計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

されることが望
のぞ

ましいことから、国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
きかん

や民間事
みんかんこと

業者
ぎょうしゃ

等
とう

において、その実施
じっし

に努
つと

めることとしている。 

 

問
とい

１１－２ 第
だい

５条
じょう

に違
ちがい

反
かえ

した場合
ばあい

どのような法的
ほうてき

効力
こうりょく

があるのか。第
だい

１３条
じょう

に規定
きてい

する行政
ぎょうせい

措置
そ ち

の対象
たいしょう

となるのか。 

 （答
こたえ

） 

第
だい

５条
じ ょ う

は事
こと

業者
ぎょうしゃ

等
と う

の一般的
いっぱんてき

な責務
せ き む

として「環境
かんきょう

の整備
せ い び

」に努
つと

めなければならない旨
むね

を規定
き て い

したもので

あり、第
だい

１３条
じ ょ う

の行政
ぎょうせい

措置
そ ち

の対象
たいしょう

となるものではない。 

 

問
とい

１１－３ 事前的
じぜんてき

改善
かいぜん

措置
そ ち

については、主務
しゅむ

大臣
だいじん

による報告
ほうこく

の徴収
ちょうしゅう

並
なら

びに助言
じょげん

、指導
しどう

及
およ

び

監督
かんとく

の規定
きてい

（第
だい

１２条
じょう

）は適用
てきよう

されないが、事前的
じぜんてき

改善
かいぜん

措置
そ ち

が不十分
ふじゅうぶん

である場合
ばあい

、

主務
しゅむ

大臣
だいじん

は、必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう指導
しどう

等
とう

ができないのか。 

（答
こたえ

） 

１．第
だい

５条
じょう

は、このような環境
かんきょう

の整備
せいび

が行
おこな

われることが社会
しゃかい

において差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

していく

に当
あ

たり重要
じゅうよう

であることから、本法
ほんぽう

において合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

が求
もと

められている行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

する責務
せきむ

規定
きてい

として環境
かんきょう

の整
せい

備
び

に努
つと

めるよう求
もと

めるものである。 

 

２．本法
ほんぽう

においては、当該
とうがい

規定
きてい

に係
かか

る主務
しゅむ

大臣
だいじん

による指導
しどう

等
とう

は規定
きてい

していないが、例
たと

えば、バリ

アフリー法
ほう

に基
もと

づく公共的
こうきょうてき

施設
しせつ

や交
こう

通
つう

機関
きかん

のハード面
めん

のバリアフリー化
か

等
とう

、既存
きそん

の法令
ほうれい

に基
もと

づ

く取組
とりくみ

については、当該
とうがい

法令
ほうれい

に基
もと

づき所管
しょかん

大臣
だいじん

による指導
しどう

等
とう

が行
おこな

われることは考
かんが

えられる。 

 

問
とい

１１－４ いわゆるバリアフリー法
ほう

や、放送法
ほうそうほう

第
だい

４条
じょう

第
だい

２項
こう

など、これまでも不特定
ふとくてい

多数
たすう

の

障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

とした事前的
じぜんてき

な措置
そ ち

を規定
きてい

する法令
ほうれい

の規定
きてい

は存
そん

在
ざい

しているが、これ

らとの第
だい

５条
じょう

との関係
かんけい

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

既存
きそん

の法令
ほうれい

に基
もと

づく不特定
ふとくてい

多数
たすう

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する「事前的
じぜんてき

改善
かいぜん

措置
そ ち

」については、それぞれの

法令
ほうれい

の趣旨
しゅし

に照
て

らし義務付
ぎ む づ

け等
とう

の対象
たいしょう

となっていることに加
くわ

え、差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

の観点
かんてん

から、

本法
ほんぽう

第
だい

５条
じょう

に規定
きてい

する「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

に関
かん

する



参考
さんこう

２  

２１ 

 

環境
かんきょう

の整備
せいび

」としても位置付
い ち づ

けられるものであり、本法
ほんぽう

及
およ

びそれぞれの法令
ほうれい

に基
もと

づき積極的
せっきょくてき

に

推進
すいしん

されることが望
のぞ

ましいと考
かんが

える。 

 

【１２．基本
き ほ ん

方針
ほうしん

】 

問
とい

１２－１ 基本
きほん

方針
ほうしん

を作成
さくせい

する理由
りゆう

、必要性
ひつようせい

如何
いかん

。 

（答
こたえ

） 

障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

は、雇用
こよう

、教育
きょういく

、医療
いりょう

、公共
こうきょう

交通
こうつう

等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

に関
かか

わるあらゆる分野
ぶんや

に関連
かんれん

し、各府省
かくふしょう

の所掌
しょしょう

に横断的
おうだんてき

にまたがる施策
しさく

である。そこで、政府
せいふ

として、施策
しさく

の総合的
そうごうてき

かつ一体的
いったいてき

な推進
すいしん

を図
はか

るとともに、行政
ぎょうせい

機関間
きかんかん

や分野間
ぶんやかん

における取組
とりくみ

のバ

ラつきを防
ふせ

ぐため、施策
しさく

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

等
とう

を示
しめ

す基本
きほん

方針
ほうしん

を策定
さくてい

することとしている。 

 

問
とい

１２－２ 基本
きほん

方針
ほうしん

に定
さだ

める事項
じこう

として、具体的
ぐたいてき

にどのような内容
ないよう

を想定
そうてい

しているのか。 

（答
こたえ

） 

１．「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の禁止
きんし

に関
かん

する立法
りっぽう

措置
そ ち

に係
かか

る主
おも

な論点
ろんてん

と基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

について」

に盛
も

り込
こ

まれた考
かんが

え方
かた

や、各行政
かくぎょうせい

機関
きかん

等
とう

が定
さだ

める対応
たいおう

要領
ようりょう

や各主務
かくしゅむ

大臣
だいじん

が事業
じぎょう

分野
ぶんや

ごとに定
さだ

める対応
たいおう

指針
ししん

の基本
きほん

となる事項
じこう

等
とう

を盛
も

り込
こ

むことを想定
そうてい

している。 

 

２．具体的
ぐたいてき

には、第
だい

１号
ごう

の「障害
しょうがい

を理由
りゆう

と差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する施策
しさく

に関
かん

する基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

」

に関
かん

しては、本法
ほんぽう

の理念
りねん

や、本法
ほんぽう

と障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の関係
かんけい

、施策
しさく

全般
ぜんぱん

にわたる基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

な

どを、第
だい

２号
ごう

、第
だい

３号
ごう

の「行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

が講
こう

ずべき障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

を解
かい

消
しょう

するた

めの措置
そ ち

に関
かん

する基本的
きほんてき

な事項
じこう

」に関
かん

しては、対応
たいおう

要領
ようりょう

や対応
たいおう

指針
ししん

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じこう

や作成
さくせい

に

当
あ

たって留意
りゅうい

すべき点
てん

などを、第
だい

４号
ごう

の「その他
た

障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する

施策
しさく

に関
かん

する事項
じこう

」に関
かん

しては、環境
かんきょう

の整備
せいび

などの差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する取組
とりくみ

や相談
そうだん

及
およ

び

紛争
ふんそう

防止
ぼうし

等
とう

のための体制
たいせい

の整備
せいび

や啓発
けいはつ

活動
かつどう

、情報
じょうほう

の収集
しゅうしゅう

、地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

などの支援
しえん

措置
そ ち

につい

ての基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

などについて、記載
きさい

することを想定
そうてい

している。 

 

問
とい

１２－３ 基本
きほん

方針
ほうしん

等
とう

の作成
さくせい

に当
あ

たり、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

は聞
き

くのか。関係者
かんけいしゃ

の意見
いけん

を反映
はんえい

さ

せるために具体的
ぐたいてき

にどのような措置
そ ち

を想定
そうてい

しているのか。 

（答
こたえ

） 

１．本法
ほんぽう

においては、基本
きほん

方針
ほうしん

や対応
たいおう

要領
ようりょう

、対応
たいおう

指針
ししん

の作成
さくせい

に当
あ

たり、あらかじめ、障害者
しょうがいしゃ

その

他
た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
いけん

を反映
はんえい

させるために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じなければならない旨
むね

規定
きてい

している。 

 

２．具体的
ぐたいてき

には、例
たと

えば、障害者
しょうがいしゃ

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

を構
こう

成員
せいいん

に含
ふく

む会議
かいぎ

の開催
かいさい

や障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や経済
けいざい

団体
だんたい

等
とう

からのヒアリング等
とう

が考
かんが

えられ、こうした措置
そ ち

を講
こう

ずることにより、障害者
しょうがいしゃ

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

の

関係者
かんけいしゃ

の意見
いけん

が実質的
じっしつてき

に反映
はんえい

されるようにすることが求
もと

められる。 

 

３．対応
たいおう

要領
ようりょう

、対応
たいおう

指針
ししん

については、「関係者
かんけいしゃ

の意見
いけん

を反映
はんえい

させるために必要
ひつよう

な措置
そ ち

」の具体的
ぐたいてき

な

内容
ないよう

について、基本
きほん

方針
ほうしん

において一定
いってい

の考
かんが

え方
かた

を示
しめ

した上
うえ

で、各行政
かくぎょうせい

機関
きかん

等
とう

において判断
はんだん

す

ることになる。 


